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２０１１年８月６日 

指宿 昭一 

（弁護士、ＴＡＣ・Ｗセミナー専任講師） 

 

 

第１ 労働法の特徴 

 １ 労働者の権利擁護のための法 

   労働基準法１条１項「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営む

ための必要を充たすべきものでなければならない。」 

   労働契約法１条「労働者の保護を図りつつ」 

   労働組合法１条１項「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立

つことを促進することにより労働者の地位を向上させる」 

 

２ 実務で活用できる・やりがいがある 

  労働事件数の増加（特に労働審判事件０９年３４６８件） 

  日常業務における人権救済事件として 

  国民の大多数は労働者（０９年６６１７万人）とその家族 

  社会的意義・依頼者の救済 

  新人でも「判例」が確立できる（「労働判例」に掲載） 

 

 ３ 勉強がしやすい 

   民法と憲法の応用科目 

   基本書・判例集・資料が充実 

 

第２ 労働法総論 

 １ 労働法の意義 

 （１）労働法：①労働市場、②個別的労働関係および③団体的労使関係に関

する法規制の総体 

（２）司法試験・労働法の出題範囲 

  ①個別的労働関係…労働基準法、労働契約法、労働契約に関する判例法理 

   ＋（男女雇用期間均等法、育児・介護休業法、労働者派遣法など実務上

重要と考えられる労働法令） 

  ②団体的労働関係…労働組合法 
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 ２ 市民法の原理とその修正 

 （１）市民法の原理：私的所有権の保障、契約自由、過失責任主義 

 （２）修正：労働条件の最低基準の法定、解雇権の規制、労災補償制度、労

働者の団結活動の容認・保護 

 

 ３ 労働法の普遍性と専門性 

 （１）民事法、刑事法、行政法などの基本的法分野に依拠 

 （２）①契約自由原則の修正 

    ②労働者保護と使用者の企業経営の権利・必要性との衡量、組織的集

団的性質 

    ③雇用・人事管理・労使関係上の独特の制度・慣行の理解の必要 

    ④ダイナミックに変化する複雑な法分野 

 

第３ 典型的な問題 

 １ 解雇 

 （１）解雇規制：労働契約法１６条、１７条 

    ＊労基法１９条１項、３条、労組法７条１号・４号他 

    ＊解雇予告義務（労働基準法２０条） 

 （２）労働契約といえるか？ 

    持ち込みトラックの運転手は？ 

 （３）解雇といえるか？ 

    合意退職、辞職ではないのか？ 

    ＊雇い止めの場合は、労働契約法１６条類推の余地有り。 

 （４）解雇の類型と判断基準 

   ①普通解雇 

   ②整理解雇：四要件（要素） 

         人員削減の必要性、解雇回避努力義務、 

被解雇者選定の妥当性、手続の妥当性 

   ③懲戒解雇（労働契約法１５条） 

    ・根拠規定の存在 ・懲戒事由への妥当性  

・相当性（公平性、手続的相当性） 

 （５）解雇期間中の賃金 

    労働者の就労不能につき原則として使用者に帰責性有り 

   →労働者は反対給付（賃金）請求権を失わない（民法５３６条２項） 

    ＊中間収入控除の問題 
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 ２ 残業代請求 

 （１）時間外、休日及び深夜の割増賃金（労働基準法３７条１項） 

   ＊付加金請求（労働基準法１１４条） 

 （２）時間外、休日労働 

   時間外労働：１日または１週の法定労働時間を超える労働 

        →労働基準法３２条 

休日労働：週休制の法定基準による休日（法定休日）における労働 

        →労働基準法３５条 

   ＊「固定残業代」の問題 

   ＊歩合給の場合の割増賃金 

 （３）除外賃金：労働基準法３７条５項 

 （４）「固定残業代」の問題 

 （５）労働時間：手待ち時間も含む、「始業時」「終業時」の問題 

 （６）労働時間規制の適用除外（４１条） 

    →名ばかり管理職問題 

 

 ３ 不当労働行為救済申立 

 （１）不当労働行為救済制度（労働組合法７条） 

   ・不利益取扱（１号、４号）、団交拒否（２号）、支配介入（３号） 

 （２）労働者（労働組合法３条） 

 （３）労働組合（労働組合法２条、５条） 

 （４）使用者 

 （５）「故をもって」（不当労働行為意思） 

 （６）不利益取扱 

 （７）団体交渉拒否 

   →団体交渉の主体・対象事項・手続 

 （８）支配介入 

 （９）司法救済 

 

第４ 労働法の構造のイメージ 

   労働契約・就業規則・労働協約・労働基準法 

以上 
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